
 コメント 回答 条例素案修正 

１ 第１５条「毎年度、報告書
を作成し、これを公表する
ものとする」とあります。 
情報など早急な変化を望
まれる時代ですが、審議
会を開催し報告書作成ま
でのプロセスが 1 年単位
で完成させるのは、大変
な事と思われます。 
他の審議会も同様に年次
報告が通例なのでしょう
か。（実施状況の報告だ
けであれば、問題ありませ
ん） 

第１５条の年次報告書は、
男女共同参画センターが
毎年度行った事業や男女
共同参画計画に定める目
標に対する施策の進捗状
況などについてまとめたも
のです。 
審議会の皆様にご意見を
お聞きし、市民の皆さまに
広く知っていただくため、ホ
ームページ等で公開したい
と考えております。なお、県
の条例や他市の条例でも
毎年の報告を規定してお
り、本市も年度ごとに事業
実績について調査研究し、
次年度につなげるため、毎
年行いたいと考えておりま
す。 
 

本コメントによる条
例素案の修正はあ
りません 

２ 第１０条について 
附属機関等の委員を具体
的に書かれた方が、分か
りやすいのではないでしょ
うか。 

附属機関とは地方自治法
第１３８条の４第 3 項の規定
により設置される審査会、
審議会、調査会などであ
り、現在設置されている附
属機関のほか今後も設置さ
れることがあるため具体的
に記載することはできませ
ん。 
 

本コメントによる条
例素案の修正はあ
りません 

３ 第１０条について 
男女の比率が一方に偏ら
ないようにとありますが、推
定では、女性が多い会の
委員などはないに等しい
のではないと思われます
ので此処では、女性が半
数と書いた方が、読む人
に分かりやすい。 

附属機関によっては学識経
験者などの任用が必要であ
り、性別によらず、専門性等
を考慮して選任するため、
男女が一方に偏らないよう
にすることを努力義務として
おります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

本コメントによる条
例素案の修正はあ
りません 
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４ 第１４条について 
必要な情報収集及び調査
研究を行うとありますが具
体的にどんなことをしようと
しているのでしょうか。 
 

例えば、男女共同参画計
画の策定にあたり、市内に
おける実態調査のための市
民アンケートを行い、市民
の皆さまの考えや、市が抱
える課題を把握したり、他
市町の施策を参考にした
り、対策等を研究したうえ
で、市の計画や施策に生か
したいと考えております。な
お、各種広報等を活用し、
調査結果や研究結果につ
い て 周 知 を 図 っ て 参 り ま
す。 
 

本コメントによる条
例素案の修正はあ
りません 

５ その他 
審議会員の男女の比率等
を参考資料としてあげて
欲しい。 

審議会委員への女性の登
用率につきましては、内閣
府男女共同参画局におい
て「地方公共団体における
男女共同参画社会の形成
又は女性に関する施策の
推進状況」として毎年度公
表されております。 
 

本コメントによる条
例素案の修正はあ
りません 

６ その他 
この条例は、市民によん
でほしい条例だと思われ
ますのでその文言は、もっ
と誰でも読める文言で、書
いて欲しい。 

可能な範囲においてわかり
やすい表現に努めておりま
すが、法制執務上やむを得
ない表現があります。条文
の内容については、各種広
報等を活用し、市民の皆様
にわかりやすくお伝えして
いきたいと考えております。 
 

本コメントによる条
例素案の修正はあ
りません 

 


